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第1部 第 4次北本市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

第1章 計画の概要 

 

 北本市では、地球温暖化対策の推進に関する法律及び基本方針に基づき、平成 15年から地球温

暖化対策実行計画を策定し、温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいます。 

 第 4次北本市地球温暖化対策実行計画では、市が行うすべての事務・事業から発生する温室効果

ガスの排出を抑制するため、率先して地球温暖化対策の推進を図ることを目的としています。計画

期間は令和元年度から令和 5年度までの 5年間とし、対象範囲は市庁舎をはじめとする公共施設に

おけるすべての事務・事業とします（指定管理事業も含む）。目標は以下のとおりです。 

 

・全機関における電気・燃料・水道・公用車燃料使用量及び市庁舎における用紙類使用量につい 

て、平成 29年度を基準年度とし、令和 5年度までに 3％削減する。 

 

 

機関 取組項目 
Ｈ29年度 

（基準年度） 

Ｒ元年度 

（計画開始） 
Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 

Ｒ5年度 

（目標年度） 

全機関 

電気使用量 

燃料使用量 

水道使用量 

公用車燃料 

使用量 

 

市庁舎 用紙類 

 

 

温室効果ガスの種類 

種類 人為的な発生源 

二酸化炭素 

（CO2） 

産業、民生、運輸部門などにおける燃料の燃焼に伴うものが全温室効果ガスの

9割程度を占め、温暖化への影響が大きい。 

メタン 

（CH4） 

稲作、家畜の腸内醗酵などの農業部門から出るものが半分以上を占め、廃棄物

の埋立てからも 2～3割を占める。 

一酸化二窒素 

（N2O） 
燃料の燃焼に伴うものや農業部門からの排出がそれぞれ 3割～4割を占める。 

ハイドロフルオロカーボン類 

（HFC） 

エアゾール製品の噴射剤、カーエアコンや冷蔵庫の冷媒、断熱発泡剤などに使

用。 
出典：実行計画策定マニュアル及び温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン，平成 23 年，環境省 

 

 

 

 

 

目  標 

平成 29年度比３％削減 
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第 2章 達成状況 

 

１ 温室効果ガスの排出を直接抑制する取り組み 

 

市の全公共施設における温室効果ガスの排出量(t-CO2)   

  H28 H29 H30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 

温室効果ガス排出量の合計 3,741 3,827 3,910 3,649 3,539 3,786 

＜内訳＞     

電気による CO2 2,889 2,915 3,005 2,801 2,799 2,986 

ガスによる CO2 708 744 704  654  573 609 

その他燃料による CO2 112 137 168  163  142 168 

公用車関連による CO2 32 31 33 31 25 23 

 

 

【目標別結果】 

電気使用量・燃料使用量（全機関） 

目標値：令和 5年度までに平成 29年度比 3.0％削減                      （t-CO2） 

H29      

（基準） 

Ｒ1      

（計画開始） 
Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 

Ｒ5 

（目標） 

3,796 3,618 3,514 3,763   3,682 
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公用車燃料使用量（全機関）   

目標値：令和 5年度までに平成 29年度比 3.0％削減                       （t-CO2） 

H29 

（基準） 

Ｒ1 

（計画開始） 
Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 

Ｒ5 

（目標） 

31 31 25 23   30 

 

２ 温室効果ガスの排出を間接的に抑制する取り組み 

水道使用量・用紙類 

目標値: 令和 5年度までに平成 29年度比 3.0％削減 

 
H29 

（基準） 

Ｒ1 

（計画開始） 
Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 

Ｒ5 

（目標） 

水道使用量 

(㎥)の削減 

※１ 

156,594 141,950 110,263 153,740   151,896 

紙の使用量

（枚）の削減

※２ 

3,374,441 3,165,872 3,139,656 3,813,604   3,273,208 

※１全機関 

※２市庁舎のみ 

 

ごみの減量とリサイクルに関する目標 

目標値：令和 5年度までに平成 29年度比 2.5％削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市庁舎のみ。ごみの減量目標については、北本市一般廃棄物処理基本計画（第 4次計画） 

における事業系ごみ排出量の数値目標である。平成 25年度比 5.0％減（Ｈ37）を基に平成 

29年度 2.85tの 5.0％減となる 2.78t以下とした。 

  

取組項目 

排出量（ｔ） 

H29 

（基準） 

Ｒ1 

（計画開始） 
Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 

R5 

（目標） 

ごみの減量

とリサイク

ルの促進 

    2.85 2.59  1.73 1.85    2.78 以下 
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第2部 環境マネジメントシステム 

第1章 システムの概要 

 

１ 目的 

北本市がこれまで推進してきた環境に配慮した活動（事務・事業）を、さらに積極的かつ継続的に行う

ことにより、総合的かつ計画的に環境の保全・改善を推進し、環境管理体制の確立を図ることを目的とし

ています。 

 

２ 適用範囲 

職員（非常勤職員・臨時職員を含む）及び受託者及び市の公共施設について適用します。 

 

３ システムの体系 

環境方針に基づき、目的・目標及び達成するための実施計画を策定し、実施及び運用管理を行い、点

検、是正処置及び予防処置を実施し、見直しを行っていく継続的改善のプロセスを「ＥＭＳ」として確

立し、維持します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４ 取り組み内容 

取り組みの策定にあたっては、環境方針を踏まえ、北本市の活動（事務・事業）として適切なものを

設定します。また、目標の設定にあたっては、第 4次北本市地球温暖化対策実行計画との整合性を図っ

ています。 

事   項 取 組 項 目 担 当 部 署 

温室効果ガス排出量の削減 電気・燃料使用量の削減 施設管理担当部署 

公用車の燃料使用量の削減 全部署(指定管理除く) 

環境配慮の推進 水使用量の削減 施設管理担当部署 

紙使用量（枚数）の削減 全部署(指定管理除く) 

廃棄物の減量・再資源化 施設管理担当部署 

グリーン購入の推進 グリーン購入の推進 全部署(指定管理除く) 

環境リスクの管理 環境関連法令の遵守 全部署 

緊急事態への対応 全部署 

計画（Ｐｌａｎ） 

取り組みの策定・目標の設定 

見直し（Ａｃｔ） 

取り組みの改善・見直し 

実施・運用（Ｄｏ） 

取り組みの準備・実施 

点検（Ｃｈｅｃｋ） 

取り組みの点検・内部監査 

環 境 方 針 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ 

サ イ ク ル 
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第2章 実施状況 

 

１ 内部コミュニケーションの状況 

（１）環境研修会の実施 

開催日 研修対象 参加人数 内容 

令和 3年 10月 14日 新規採用職員 14人 ・第４次北本市地球温暖化対策実

行計画 

・北本市環境マネジメントシステ  

 ム 

・市役所のごみの分別について 

・グリーン購入について 

令和 3年 11月 17日 所属職員 

（各課（所・

局）から 1名

ずつ） 

26人 ・第二次北本市環境基本計画 

・第 4 次北本市地球温暖化対策実

行計画 

・北本市環境マネジメントシステ

ム 

・市役所のごみの分別について 

・グリーン購入について 

 

２ 目標の進捗状況 

（１）目標に対する結果 

ア 全機関（紙使用量については市庁舎のみ） 

事項 取組項目 
令和 5 年度の目標 

（目標数値） 
令和 3 年度実績 目標値比較増減 達成状況 

温室効果ガス 

排出量の削減 

電気使用量の削減   

（t-CO₂） 

平成 29 年度比 3.0％削減 

（2,828t） 
2,986 158 未達成 

燃料使用量の削減   

（t-CO₂） 

平成 29 年度比 3.0％削減 

（855t） 
777  △78 達成 

公用車燃料使用量の 

削減（t-CO₂） 

平成 29 年度比 3.0％削減 

（30t） 
23 △7 達成 

環境配慮の 

推進 

水道使用量の削減 

（㎥） 

平成 29 年度比 3.0％削減 

（151,896 ㎥） 
153,740 1,844 未達成 

紙使用量の削減 

（枚数） 

平成 29 年度比 3.0％削減 

（327 万枚） 
381 万 54 万 未達成 

ごみの減量とリサイ 

クルの推進（t） 

平成 29 年度比 2.5％削減 

（2.78t） 
1.85 △0.93 達成 
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（２）未達成項目の考えられる要因 

 新型コロナウイルス感染に係る事務事業の変化及び学校プール使用再開などが使用量増加の一因

になったと考えられる。 

 

（３）市庁舎における項目別の取り組み実績 

ア 紙使用量（使用枚数） 

                                 （枚） 

所属名 令和３年度 令和２年度 
前年度比較 

枚数 ％ 

市長公室 １６３，８０１ １３１，８４４ ３１，９５７ １２４．２ 

行政経営課 １３４，４４９ ９８，７１８ ３５，７３１ １３６．２ 

財政課 １１０，７８０ １２７，５５５ △１６，７７５ ８６．８ 

総務課 ２３６，８５７ １９２，１６０ ４４，６９７ １２３．３ 

税務課  １４６，９４９ ７４，４６３ ７２，４８６   １９７．３ 

人権推進課 ６６，３３４ ３４，７８５ ３１，５４９ １９０．７ 

くらし安全課 １２５，１００ １０９，５７３ １５，５２７ １１４．２ 

環境課 ８９，４９３ ７６，０７９ １３，４１４ １１７．６ 

市民課 １４９，７８１ １３６，１２３ １３，６５８ １１０．０ 

産業観光課 １５４，０９７ １７８，６３４ △２４，５３７  ８６．３ 

福祉課 １６５，９４１ １２７，１０４ ３８，８３７ １３０．６ 

障がい福祉課 １５０，３６４ １０９，７３８ ４０，６２６ １３７．０ 

子育て支援課 ８８，４８２ ８８，８８７ △４０５ ９９．５ 

保育課 １０７，７４９ ９６，６９７ １１，０５２ １１１．４ 

健康づくり課 ３７９，７４６ １６７，００１ ２１２，７４５ ２２７．４ 

高齢介護課 １５０，４５３ １２４，７４４ ２５，７０９ １２０．６ 

保険年金課 １４７，４１６ １１５，６１９ ３１，７９７ １２７．５ 

都市計画政策課 １２９，３７０ １１８，２７４ １１，０９６ １０９．４ 

建設課 １４８，２８３ １４４，５４０ ３，７４３ １０２．６ 

教育総務課 ７７，９８８ １０２，８３７ △２４，８４９ ７５．８ 

学校教育課 ４３９，２０３ ３８９，８６０ ４９，３４３ １１２．７ 

生涯学習課 １８４，５３１ １６０，７７７ ２３，７５４ １１４．８ 

文化財保護課 ５２，９１５ ５５，９９４ △３，０７９ ９４．５ 

会計課 ５９，７４６ ４３，３１０ １６，４３６ １３７．９ 

議会事務局 ８４，４７８ ７９，１６４ ５，３１４ １０６．７ 

選管・監査事務局 ６９，２９８ ５５，１７６ １４，１２２ １２５．６ 

合計 ３，８１３，６０４ ３，１３９，６５６ ６７３，９４８ １２１．５ 
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イ ごみの排出量 

                                    （㎏） 

分類 令和３年度 令和２年度 比較増減 

廃棄物 

燃やせるごみ 1,472 1,420 52 

燃やせないごみ 378 314 64 

合計 1,850 1,734 116 

資源類 

プラスチック製容器包装 367 286 81 

段ボール 3,640 2,950 690 

色上質紙（雑誌等） 2,310 2,357 △47 

雑紙（シュレッダー含む） 23,980 18,611 5,369 

新聞紙 670 880 △210 

 

ウ グリーン購入率 

 分類 購入率 主な購入品 

1 紙類 88% コピー用紙、印刷用加工紙等 

2 文具類 73% ボールペン、のり、付箋、封筒等 

3 オフィス家具等 30% 椅子、机、ホワイトボード等 

4 画像機器等 35% プリンタ、インクカートリッジ等 

5 電子計算機等 91% 電子計算機、記録用メディア等 

6 オフィス機器等 26% シュレッダー、電卓等 

7 移動電話等 実績なし  

8 家電製品 実績なし  

9 エアコンディショナー等 実績なし  

10 温水器等 実績なし  

11 照明 5% ＬＥＤ照明器具、蛍光ランプ等 

12 自動車等 実績なし  

13 消火器 実績なし  

14 制服・作業服 21% 作業着、調理白衣、靴等 

15 ｲﾝﾃﾘｱ・寝装寝具 実績なし カーテン、毛布等 

16 作業手袋 55%  

17 その他繊維製品 26％ 集会用テント、のぼり等 

18 設備 18％ 太陽光発電システム、節水機器等 

19 災害備蓄用品 0％  

    全体 57.6％ 

 

グリーン購入適合物品購入金額 

物品購入金額 

 

購入率（％）＝ ×100 
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３ 環境監査の結果 

 環境監査は、システムが適切に運用され、取り組みが有効かつ妥当に機能しているかを確認する

ため、環境監査員会により年１回以上行う。 

 環境監査委員は、主任環境監査員を含め６名（令和３年度）で、システムの維持運営及び監査の

実施にふさわしい力量を持った者を市長が任命している。 

 

令和３年度環境監査結果 

実施日 令和４年１月２５日（火）９：００～１０：２０ 

監査方法と 

部署（施設） 

書類審査・・・全部署 

現場審査・・・新型コロナウイルス感染拡大により、現地被監査施設の一部

から監査の実施が困難であるとの連絡があったことと県内に

まん延防止等重点措置が適用されていることから中止した。 

監査結果 不適合事項 ０件、 注意事項 １件、 推奨事項 １件 

システムに 

関する総評 

事務局・各課書類において不適合と判定された事項はなく、概ね適切に管

理・運営されてい

た。                                                              

今年度も新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、電気・ガス・水道

使用量が大幅に増加した施設が多く、前年度との比較を正確にできない状況

にある。また、県内にまん延防止等重点措置が適用されていることなどか

ら、現場監査を中止し、書類監査のみ実施し

た。                                            

しかし、書類監査からも疑問に思うことや工夫すべき点が分かり、今後の

環境行政を行っていく上で有効な機会であったと考えられる。 

注意事項 （１）様式２の増減理由の必要性について検討するべき。必要なら、記載する

よう指導するべき。（各課書類） 

推奨事項 （１）環境方針の作成・目標の設定・環境法令の把握・環境研修会の実施等に

ついて、工夫した良い取り組みをしている。（事務局） 

 

４ 改善に向けた対応 

（１）各部署及び各施設への監査結果通知の送付 

 監査結果通知を各部署及び各施設へ送付し、環境に係る意識啓発と周知を図った。 


